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午前１０時００分 開 議

○議長（小松穂積） おはようございます。

これより、本日の会議を開きます。

○議長（小松穂積） 本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

日程第１ 市政一般に対する質問

○議長（小松穂積） 日程第１、一般質問を行います。

質問通告書によって、順次質問を許します。５番吉田洋平議員

【５番 吉田洋平議員 登壇】

○５番（吉田洋平議員） 皆様、おはようございます。政和会所属の吉田洋平です。

傍聴席にお越しの皆様、議会傍聴においでいただき、誠にありがとうございます。

早いもので、市議会議員として４年が過ぎようとしております。将来に男鹿を残す

こと、市民生活の幸せの実現を目指し、立候補の際に掲げた「市民スクラムで男鹿を

笑顔に」の思いを胸に、行政、議会、市民の皆様が同じ方向を向き、男鹿市の発展に

寄与できるように努めてまいりました。

まだまだ、世間知らずの若輩者で至らぬ点も多々ありながら、こうして４年間の任

期を務めてこられたのは、これまで支えてくださいました支援者の皆様をはじめ同僚

議員の皆様、当局の皆様のお力添えがあったからこそと思っております。この場をお

借りし、感謝申し上げます。

今回の一般質問が１期目最後の一般質問となります。最後まで市政運営の一助とな

るよう、市民の皆様の安心と幸せの実現に向け、将来を見据えた視点から市長に質問

をさせていただきます。

今回は大きく４点について質問いたします。

まず初めに、大問の一つ目として、将来人口推計を踏まえた長期的視点による行政

運営と公共施設の在り方について質問いたします。

本市において人口減少と少子高齢化は確実に進んでおり、その将来推計は複数の機

関から一定の方向性が示されています。

国立社会保障・人口問題研究所の示す指標では、男鹿市の総人口は２０３０年には
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１万８，３７８人、２０４５年には１万３５２人と示されております。

もちろん、これからの国や県、市の取組により上振れる可能性も十分にあり得ると

考えておりますが、現在の状況を鑑みますと、予測に近い数値、もしくは、それより

加速度的に減少する可能性もあると認識しております。

市長からは、「人口減少に正面から向き合い、そのスピードを緩めるため最大限の

対策を講じるとともに、人口減少が当面続くことを受け止めた上で、人口が一定程度

減少しても、市民の皆様の幸福度を上げていく、要すれば人口減少緩和と人口減少適

応策をバランスよく進め、将来世代にも現役世代にも、住んでよかったと思ってもら

えるような男鹿を、市民の皆様と力を合わせて築き上げてまいりたい」との御発言が

ありました。

この認識については同意するものであります。

つまり、将来人口は、もはや“予測”ではなく、“前提条件”として政策判断に織

り込む段階に入っていると考えております。

当然、人口減少が進めば、市の税収は構造的に減少する一方で、高齢化率の上昇に

伴い、扶助費や医療・介護関連経費の増加が見込まれ、本市も例外ではないと考えま

す。

こうした状況下において、行政規模や公共施設の総量の在り方は、大きな課題と

なっております。

今議会において審議される令和８年度当初予算においても、人口減少に対応した賢

い縮小の推進といった文言も見られ、行政規模の縮小に取り組む姿勢は示されており

ますが、その実行速度と人口減少の進行速度を比較した場合、十分先行したものと

なっているのか。現在と同水準での維持、あるいは緩やかな見直しにとどまる場合、

その負担は将来世代に重くのしかかることになります。

特に公共施設や大型事業は、一度整備すれば３０年、４０年と維持管理費や更新費

が発生する長期的な責任を伴います。今の判断は、将来の財政硬直化を招く可能性も

含んでおり、将来人口規模との整合を欠いた整備や縮小計画は、結果として次世代の

政策選択の幅を狭めることにもつながりかねません。

単なる効率化の延長ではなく、将来人口推計を前提とした行政規模そのものの再設

計が、どこまで具体化されているのか。今、まさに問われていると考えます。
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判断を先送りしない持続可能な市政運営の方向性を共有することを目的とし、以

下、質問いたします。

１、将来人口推計を踏まえた中長期、１０年、２０年先の財政見通しについて、歳

入歳出構造の変化をどのように見込んでいるのか。

２、現在進めている行財政改革は、人口減少の進行速度に見合った規模・スピード

で進んでいると認識しているか。将来の財政構造変化に対して十分対応可能な水準に

あるのか。

３、将来人口規模に見合った行政規模、職員数、事業量等について、具体的な目標

設定を行っているのか。また、その必要性をどのように考えているのか。

４、将来人口を基礎とした公共施設総量の適正水準について、市として中長期的な

全体像を描いているのか。

以上、４点について質問いたします。

大問の二つ目として、米価の価格変動リスクを踏まえた農業経営の安定化と市の備

えについてお聞きいたします。

国内産米の価格は、近年、まれに見る大きな変動を示しております。令和６年から

令和７年中は、卸売価格や流通価格が高騰し、消費者向け価格が５キロ当たり４，０

００円を上回る事例が長期間続いております。

こうした状況に伴い、米の消費の落ち込みや輸入米の増加等による流通の停滞、卸

売事業者や販売事業者段階で大量の在庫を抱えているとの情報もあります。

短期的な価格高騰の反動や在庫の動向次第では、今後価格が下振れする可能性も否

定できず、業界関係者からは価格下落リスクについての情報や既に仕入れ価格の急落

を指摘する声も聞かれます。

これまで稲作農家は、再生産が可能とされる販売水準を下回る価格での経営を長年

余儀なくされており、今回の価格上昇は、ようやく一息つける状況であったとも言え

ます。

しかしながら、米価の見通しは不安定な状況となっており、来期産米の価格が現状

より大きく下振れした場合、農家・農業法人の収入や資金繰りに直接的な影響を及ぼ

すことが想定されます。そのため、不測の事態に陥る前に、あらかじめ一定のリスク

を見据えた事前の備えを検討しておくことが重要であると考えます。
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現在、農業経営の安定化に向けた施策として位置づけられている収入保険制度や収

入減少影響緩和交付金、いわゆる「ナラシ対策」には一定の補償機能があります。

しかしながら、加入対象が青色申告を行っている農業者に限られていることや、認

定農業者であることが要件となる場合があるなど、一定の制限があります。

また、補償の仕組み上、急激な価格変動や資金繰りのタイミングに必ずしも十分対

応できない側面があること、補償割合が最大９割であり、その中に自己負担分も含ま

れるなどの指摘もされています。さらに、未加入者への対応という観点からも、制度

のみで価格変動リスクを吸収しきれるのかについては、検討の余地があると考えま

す。

市としても、経営規模の拡大やスマート農業の推進を掲げ、設備投資や規模拡大を

後押ししてきた経緯があります。実際に、将来を見据えて借入れ等により投資を行

い、リスクを負いながら経営拡大に踏み出してきた農業者も少なくありません。

その中で、米価が再び大きく下落した場合、資金繰りの悪化から小規模農家を中心

に急激な離農が進む可能性も否定できません。離農が連鎖的に進めば、農地の引受け

が円滑に進まず、農地の接続不良や耕作放棄地の増加に拍車がかかり、地域農業基盤

そのものに影響を及ぼすことも懸念されます。こうした構造的リスクを踏まえれば、

価格変動リスクを個々の経営努力のみに委ねるのではなく、市としても一定のリスク

管理の在り方を事前に検討しておく必要があるのではないでしょうか。

以上のことを踏まえ、本市として米価の価格変動リスクをどのように認識し、農業

経営の安定化に向けて、どのような備えを検討しているのかを確認したいと思いま

す。

価格変動の可能性が指摘されている以上、備えは早い段階で講じるに越したことは

ないと考え、以下、質問いたします。

１、近年の米価の動向や卸売事業者等の在庫の状況を踏まえ、今後想定される価格

変動リスクについて、本市はどのように認識しているのか。また、仮に来期産米の価

格が大きく下振れした場合、農家や農業法人の収入、資金繰りにどのような影響が生

じ得ると見込んでいるのか。

２、農業経営安定策としては、収入保険制度やナラシ対策の活用が基本になると理

解しているが、本市における加入状況や制度の特性を踏まえ、それのみで十分な備え
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となり得ると考えているのか。制度で吸収しきれない事態が生じた場合に備え、市独

自の支援策として、例えば緊急融資制度の整備や利子補給の準備、経営診断、相談体

制の強化など、資金繰りや経営改善を下支えする体制を事前に検討しておく必要があ

ると考えるが、市の見解を問う。

以上、２点について質問いたします。

次に、大問の三つ目として、春季における計画的なツキノワグマ捕獲方針について

お聞きいたします。

昨年、秋田県内ではツキノワグマの出没が例年を大きく上回り、全国的にも人身被

害件数が突出する深刻な状況となりました。特に市街地や生活圏周辺での出没が相次

ぎ、県民生活に強い不安を与えたことは記憶に新しいことと思います。

クマの出没は単なる野生動物問題にとどまらず、通学・通勤、農作業、散策やウ

オーキングなどの日常活動に影響を及ぼし、外出控えによる健康面への不安も懸念さ

れるなど、市民生活全体に直結する危機管理上の重要課題であります。

市民の皆様からは「今年はどうなるのか」「不安で外出もためらわれる」と普段の

生活に対する不安の声が聞こえてきております。

男鹿市は半島地形という特性から、これまで恒常的な生息は確認されてこなかった

地域であり、市域への侵入を前提としない姿勢を基本としてきたと認識しておりま

す。

しかしながら、昨年は１２月に入っても目撃情報が寄せられており、今年に入って

も目撃情報や足跡の情報が寄せられるなど、従来の想定が、もはや通用しない状況と

なっております。

近年は餌資源の変動や気象条件の影響により、冬眠時期の変化や行動期間の長期化

も指摘されております。その結果、長期間にわたり警戒を強めなければならず、行政

側の負担も大きくなっております。

こうした状況を踏まえ、県では春季における管理捕獲特別対策や環境整備など、出

没抑制に向けた取組を強化する方針を示しております。

冬眠明けの個体は空腹状態で行動範囲を広げる傾向にあり、雪解け直後から初夏に

かけては、人身被害リスクが高まる時期とされています。

男鹿市がこれまで掲げてきた「市域への侵入を許さない」「市域内のクマは全て捕
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獲・駆除する」という基本姿勢は、市民の安全を最優先とする観点から極めて妥当で

あると評価しております。その上で、より実効性ある体制へと強化する必要があるの

ではないでしょうか。

出没後の対応にとどまらず、春先の活動活発期を見据えた予防的かつ計画的な駆除

体制の構築がより一層重要となると考えます。受け身ではない積極的な捕獲・駆除の

実効性が問われる局面にあります。市民の安全確保を最優先とし、春季に向けた具体

的な取組方針を明確にする必要があると考え、以下、質問いたします。

雪解け後の春季におけるツキノワグマの活動活発期に向け、計画的な捕獲をどのよ

うに実施する方針か。具体的な取組内容及び計画の有無について問う。

最後に、大問の四つ目として、若年層の婚姻率向上に向けた結婚支援施策の新たな

方向性について伺います。

男鹿市の人口構造は極めて高齢化率が高く、若年層や生産年齢人口が少ない人口構

造となっております。また、婚姻数・出生数ともに全国平均及び県平均を下回ってお

り、結婚・出産に至る人口基盤が弱い状況にあり、市の将来の持続という観点から

も、これは解決すべき重要な課題です。

そのため、子育て環境日本一への取組や産業の創出などについて、当局と議会が総

力を挙げて取り組んでいるところであります。

婚姻率に関して公表データによれば、参考値として人口１，０００人当たりの婚姻

率が全国平均４．０なのに対し、秋田県は２．５、男鹿市に関しては２．０前後と、

県・市いずれも全国ワーストレベルであり、それに伴う合計特殊出生率も全国ワース

トレベルとなっております。

市や県では、これまで、特に結婚支援センター登録助成や婚活イベント参加費の助

成など、「出会いの機会創出」を中心とした施策を展開してきました。しかし、こう

した施策を推進しても、思うような結果が得られておりません。

その原因として、若者世代には経済的不安に加え、自己肯定感の低さや失敗を恐れ

る傾向があることが各種調査で示されております。また、ＳＮＳの普及や対面機会の

減少も相まって、新たな出会いに踏み出す心理的ハードルが高まっているとの指摘も

あります。そのため、出会いの場があっても、そこに踏み出すこと自体が負担となる

層が一定数存在している可能性があります。
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近年、他自治体では、こういった背景を踏まえ、従来型の婚活イベントとは異なる

アプローチが始まっています。若手社会人向けのライフデザイン講座と交流プログラ

ムを組み合わせた取組や、キャリア形成講座と少人数制対話ワークショップなど、自

己理解や人生設計を支援する取組です。これらは直接的に「婚活」を掲げるものでは

ありませんが、参加者の自己肯定感や対人関係への自信の向上に寄与し、その結果と

して自然な人間関係の形成やマッチングの質の向上につながっているとの報告があり

ます。つまり、「出会いを提供する支援」から「人と関わる土台を育てる支援」へと

いう質的転換であります。

さらに、こうした自己成長型プログラムは、内容次第では市内の若年層に限らず、

近隣自治体の若者にとっても参加メリットのある事業となり得ます。有識者の招聘等

により質の高い講座を構築できれば、広域的な参加を促すことも可能であり、そのこ

とは男鹿市にとっても新たな接点の創出、すなわち関係人口の拡大にも寄与するもの

と考えます。

婚姻率向上という単一目的にとどまらず、若者支援と関係人口創出を兼ね備えた総

合的な取組へと発想を広げる余地があるのではないでしょうか。

これらのことを踏まえ、以下、質問いたします。

本市の結婚支援施策について、従来の出会い創出型支援に加え、若者の自己理解や

キャリア形成、対話力向上等を含む「自己成長型支援」を組み合わせるという発想も

有効ではないかと考えるが、市としてこうした方向性の拡大についてどのように認識

しているか。また、県との連携や広域的な展開も視野に入れた試行的導入の可能性に

ついて検討する考えはないか。

以上、大きく４点についての質問をいたします。

御答弁、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 皆さん、おはようございます。

また、傍聴においでの皆さん、朝早くから感謝申し上げます。今日は特に女性の皆

さんが多くて、議場に花が咲き、早い春が訪れたような感じがしています。頑張って

答弁しますので、よろしくお願いします。
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吉田議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、将来人口推計を踏まえた長期的視点による行政運営と公共施設

の在り方についてであります。

まず、中期財政見通しと歳入・歳出の構造変化についてであります。

令和５年に国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計によりますと、本市

の人口は１０年後の令和１７年には１万６，２８１人、２０年後の令和２７年には１

万１，４７８人まで減少するとされており、内訳を見ますと、平成３０年までは年少

人口・生産年齢人口が減少し、その後、令和元年からは老年人口も減少に転ずる「人

口減少の第三段階」に突入しております。

人口推計は、政策効果が飛躍的に発現する場合を除いて、極めて蓋然性が高いと言

われており、次期総合計画の施策の在り方についても、今後の財政運営においても、

人口減少を前提に考えていかなければならないと認識しております。

市では毎年、向こう５年間の中期財政見通しを試算しておりますが、総じて歳入に

比べて歳出が高止まり傾向にあることから、一定額を財政調整基金から繰り入れても

なお、毎年３億円から７億円という多額の収支不足が見込まれており、極めて厳しい

状況となっております。

具体的には、歳入面では労働人口の減少による市税収入の減や人口が算定のベース

となる地方交付税の減など、自主財源・依存財源ともに予断を許さない状況が見込ま

れるほか、上下水道、病院など企業会計においても、人口減少に伴うサービス需要や

料金収入の縮減等により、取り巻く経営環境が格段に厳しくなることが必至の情勢に

あります。

また、ガソリン等の暫定税率の廃止や給与所得控除の引き上げ、さらには地方自治

体にとって基幹的財源になっている消費税減税の行方など、国の税制改正が地方財源

に及ぼす影響についても、大変心配しているところであります。

一方、歳出面では、少子化により、教育や子育て関連経費の縮減が予想されるもの

の、人件費や物件費の大幅な上昇により、経常経費の掛かり増しが確実なほか、社会

保障費の高止まり、道路や上下水道、体育館や文化施設、地域コミュニティセンター

など公共インフラの維持・更新費に要するコストの拡大、さらには、これまで手つか

ずだった廃校等公共建築物の解体費の増大も懸念されます。
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もちろん、観光や農業・水産業、成果が出てきている企業誘致などの産業振興、子

育て環境の整備や移住・定住対策など、市の発展につながる「未来への投資」は、引

き続き欠かすことができません。

以上、今後の財政の見通しについて歳入・歳出両面からるる申し上げましたが、本

市の予算規模の推移を見ますと、コロナ禍前は１５０億円台で推移しており、コロナ

対策やその後の物価高騰対策を経て、現在１７０億円台にまで膨らんでおります。今

を生きる世代の利益だけを考えるのではなく、将来世代に負担を先送りしないために

も、財政規模を身の丈に合った規模に縮減していく必要があると考えております。

安定した財政基盤の確保は市政運営上、最も重要であります。ふるさと納税や国庫

補助金など税外収入の拡大等に取り組み、歳入確保に努める一方、聖域を設けず、時

に市民や事業者の皆様と痛みを分かち合い、我慢していただきながら歳出削減を進

め、「未来への投資」と「財政の健全化」の双方を念頭に置き、限られた財源で最大

限の政策効果を発揮できるよう汗をかいてまいります。

次に、行財政改革の進捗状況と将来の財政構造変化への対応についてであります。

本年度が最終年となる第５次行革大綱では、社会経済情勢に柔軟に対応し、将来に

わたって市民ニーズに即した質の高い行政サービスを提供し続けるため、現行のサー

ビスの質や量、実施方法の見直し、限られた行政資源の有効活用など様々な取組を進

めてまいりました。

具体的には、効率的な行政サービスの提供に向けて、七つの出張所で実施していた

諸証明発行業務を、いとく市民サービス窓口を含む４か所に集約したほか、施設の老

朽化や児童数減少が著しい四つの保育施設を統合し、新たに保育と幼児教育の機能を

一体化した船越こども園を整備・開園いたしました。

また、持続可能な行財政運営に向けて、令和４年度以降、小・中学校４校を統合し

たほか、温泉施設の廃止、給食の共同調理場の統廃合を実施するとともに、並行し

て、全庁を挙げて遊休施設の有効活用に取り組むことで、空き校舎をリノベーション

したパック御飯工場や温泉施設を活用した陸上養殖施設の誘致といった成果につな

がっております。

一方で、ペーパーレス化や行政手続のオンライン化などデジタル化については、作

業効率向上やコスト削減など期待された効果が得られていない状況にあることから、
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さらなるスピード感を持って取組を進めていく必要性を感じているところでありま

す。

御案内のとおり、将来における歳入・歳出構造の変化に対応していくためには、人

口減少を前提とした持続可能な行財政運営への転換が不可欠であります。

消防をはじめ、ごみやし尿処理等の分野で広域化による中長期的なコスト削減に取

り組んでいるところでありますが、個別の事業についても広域的な枠組みで実施でき

ないか、あるいは民間委託が可能な業務はないかといった視点から、不断に見直しを

進めるとともに、生成ＡＩ等を活用した業務の効率化を図るなど、従来の枠組みにと

らわれることなく、サービスの在り方や提供体制を検証し、行政規模そのものを再設

計していく必要があると考えております。

今後、行政改革の基本方針や取組の柱は次期総合計画に継承していくこととしてお

りますが、人口減少社会を見据え、従来の「あれもこれも」から「あれかこれか」の

選択と行政資源の集中を基本に据え、予算規模を身の丈に合ったものに縮減しなが

ら、真に必要な施策に重点化を図ることで、持続可能な行財政基盤の確立を目指して

まいります。

次に、将来人口規模に見合った行政規模の目標設定についてであります。

職員数については、第５次行革大綱の定員管理計画において、総数を３１８人と定

め、職員数の安定的な維持と年齢構成のバランス確保を図るため、従来の退職者補充

方式を見直し、毎年６名を下限として計画的に採用する方式へと改めたところであり

ます。

現在の体制で、必要な行政サービスを将来にわたって安定的に提供するためには、

これまで同様、毎年一定数の新規採用を行う必要がありますが、その場合、段階的に

実施しております定年延長が完了する令和１４年度までは、一時的に職員数が増加す

ることとなります。

もとより、歳出の中で人件費は大きなウエイトを占めておりますが、近年は県人事

委員会勧告に基づく給与改定に伴い、会計年度任用職員を含む人件費が増大してお

り、歳出総額に占める割合は、令和６年度決算で１２．６パーセントであったもの

が、８年度当初予算では１５．１パーセントと急激に拡大しております。

こうした状況を踏まえますと、職員数をはじめ、現在の採用方針、会計年度任用職
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員の在り方も含め、危機感を持った見直しが必要と考えており、現在策定作業を進め

ている来年度以降の定員管理計画において、組織の持続性と専門性の確保に配意しつ

つ、職員、再任用職員、会計年度任用職員の役割分担の見直しや配置、人件費とのバ

ランスを踏まえ、方針を定めてまいたいと考えております。

次に、公共施設総量の適正水準についてであります。

平成２９年３月に策定した男鹿市公共施設等総合管理計画において、本市における

公共建築物の延べ床面積は、同規模の自治体と比較して２倍近い数値となっており、

持続可能な市政運営のためには、公共施設総量の縮減が必須の取組事項であると考え

ております。

縮減せずにこのまま維持していった場合、将来の維持更新費用の不足が見込まれる

ことから、計画では、公共建築物の延べ床面積を３０年間で約２３パーセント削減す

る方針を掲げ、計画の実行に努めております。

こうした中、建築物の除却まで終えた削減率は、来年度実施予定の旧払戸小学校の

除却工事終了時で４．５パーセント、用途を廃止した施設を含めた削減率は１６．６

パーセントと、計画終期である令和２８年度に向けおおむね順調に推移しているもの

の、昨今の建築単価の高騰により、解体費の捻出も相当厳しくなるという課題にも直

面しており、計画どおりの推進は予断を許さないものと考えております。

来年度は計画策定から１０年目に当たりますので、これまでの振り返りやインフラ

整備費の高騰といった公共施設を取り巻く最近の状況を踏まえ、次の１０年間に向け

た見直しを行うため、今定例会へ計画の改定に係る関連予算を計上しております。

日本全体で少子化が急激に進んでいる中、本市の人口減少は当面避けられない情勢

にあります。これに伴い、歳入も、かつてない厳しい状況に立ち至るものと考えられ

ます。

この現実を直視し、今後の公共施設の在り方については「あれもこれも」から「あ

れかこれか」を基本的な考えとして、市民一人一人の幸福度を損なわないようにでき

るだけ配慮しながら、従来の長寿命化や更新工事の平準化に加え、利用度の低い施設

や類似施設の統廃合など施設の削減に、より重きを置きながら、賢く縮小していく、

いわゆる「スマートシュリンク」を推進してまいります。

御質問の第２点は、米価の価格変動リスクを踏まえた農業経営の安定化と市の備え
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についてであります。

まず、今後の価格変動リスクについてですが、価格下落の要因としましては、５キ

ログラム４，０００円台という小売価格の高止まりに伴う消費者の買い控えや輸入米

の急増、増産による過剰供給などが想定されますし、一方、価格高騰の要因としまし

ては、昨年放出した約６０万トンの政府備蓄米の買戻しレベルや、需要予測と実需と

の乖離による在庫の減少などが想定されます。

そもそも、一年一作の米は価格弾力性が小さく、価格が変動しても主食である米の

消費量自体はあまり変わらない、裏を返せば、少しの供給量の増減に価格が大きく反

応する傾向にあり、このたびの米騒動のように、需給バランスが一度崩れると、その

後の価格が極めて変動しやすくなる作物であります。

加えて、近年の自然災害や異常気象に伴う収量の不安定さと品質低下は、米価変動

の大きなリスク要因になります。

このように、需要面、供給面、それぞれに価格に影響を及ぼす要因を抱えておりま

すが、私は、国の政治姿勢、国の政策方針こそが、皮肉にも最大の価格変動リスクで

あり、経営リスクではないかと考えております。

改めて申し上げるまでもなく、令和５年から続いている一連の米騒動の主たる要因

は、国が需要の見通しを大きく見誤ったことと、その後の備蓄米の放出が遅れたこと

にあります。

さらに、昨年の９月定例会で吉田議員とも議論を交わしましたが、国が８月に示し

た米の増産方針を新しい内閣の誕生とともに、僅か２か月で旧来の「需要に応じた生

産」に方針転換したことなどを見ますと、将来を見据えた先の見える農政こそが、農

業経営の安定に最も重要であるとの思いを強くしております。

足元の全国の需給状況を見ますと、令和８年６月末の在庫量は２１５万トンから２

２９万トンと、適正水準の１８０万トンから２００万トンを超える見込みとなってお

り、国は、需要に応じた生産と販売を徹底するため、事前契約の拡大や複数年契約へ

の転換を呼びかけております。

また、本県におきましても、令和８年６月末の県産米の在庫量が約１５万トンと、

適正在庫量を３万トンから５万トンほど上回ると見込んでおり、これを備蓄米の買戻

し・買入れに備えた余裕分として評価する声も一部にありますが、在庫積増しにより
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需給が一気に緩むことを危惧する見方が大半であります。

令和６年産、７年産とようやく上昇した米価が、ここに来て一転して急落すること

も考えられる状況となっており、流通関係者の間では、手持ち在庫を圧縮しようと、

新米が出回る前に損失覚悟で仕入れ分を「損切り」したり、「投げ売り」の時期を見

極めるなどの動きが出てきているとの報道もあります。

こうした中、価格下振れによる経営への影響としましては、現金収入の減少によ

り、借入金返済の停滞、次期作への準備金不足など一過性の経営悪化にとどまらず、

地域の担い手の離農や耕作放棄地の増加につながることも懸念されます。

そのため、事前の備えとして、まずは生産者自らが日頃から経営内容を分析し、生

産性の向上など体質強化を図ることが重要であるとともに、特にＪＡをはじめ米集荷

を担う事業者にあっては、稲作経営の継続を支える観点から、生産・集荷販売を通じ

て、いざというときに備えた事前対応を検討しておく必要があると認識しておりま

す。

市としましても、自然災害や市場価格の下落など様々なリスクへ包括的に対応でき

る収入保険に加えて、米や大豆の販売収入の減少に対応するナラシ対策等への加入促

進を図るほか、経営の維持のため、県と市、融資機関で利子補給するつなぎ資金の創

設や円滑な融資、既往債務の償還猶予など資金繰り対策を念頭に置きながら、状況の

変化に迅速に対応できるよう心がけてまいります。

このうち収入保険は、令和５年の大雨災害で減収が生じた際、本市生産者の７７件

に対し約１億円が支払われるなど十分な実績もあることから、掛金である保険料の一

部を助成し、新規加入を促しているところであり、令和７年１月末時点では、青色申

告農業者の約６割が加入しております。

これらのセーフティーネットに加えて、リスク分散のため、市場価格に左右されに

くい加工用米への振り分けや、需要が拡大しているパック御飯工場への原料米の供給

など、供給先の多角化・複線化を念頭に置いた生産を促すほか、国や県、ＪＡ等と連

携しながら市場動向の生産現場への情報提供、中長期的なコスト削減に向けた法人化

やスマート農業の導入支援などを通じて、価格の下落局面でも耐え得る経営体質の強

化を促進してまいります。

御質問の第３点は、春季における計画的なツキノワグマの捕獲方針についてであり
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ます。

昨年は全国的にクマの出没や被害が激増し、県内においては目撃件数が１万３，０

００件を超え、人身被害も６７件に上るなど、災害級のゆゆしき事態となりました。

このため、県では来年度、過去最大のクマ対策の事業費を予算計上し、出没抑制や対

応強化に重点的に取り組むこととしております。

本市におきましても、幸い人身被害はなかったものの、市街地周辺を含め目撃件数

が１６２件、捕獲が３件と、看過できない状況となり、従来どおりの対策では対応し

きれない段階に入ったと認識しております。

こうした状況を受け、昨年１１月以降、庁内でのクマ被害対策会議の立ち上げや緊

急銃猟の訓練を実施したほか、箱わなや撃退スプレー、鈴などを緊急的に配備すると

ともに、実施隊の出動報償や捕獲慰労金を県内トップレベルに増額するなど、緊急的

かつ機動的に対策を講じております。

さらに来年度は、電気柵設置への助成や緩衝帯の整備、追跡用ドローンの導入な

ど、クマ被害の抑止に向けて多角的にメニューを追加し、来年度当初予算に、これま

でにない事業費を盛り込んだところであります。

また捕獲については、県のツキノワグマに関する管理計画に基づき、市全域におい

て「クマの侵入を許さない」「侵入した個体は排除する」ことを基本に、春季の活動

活発期を迎えるクマに対しては、冬眠明けの個体が行動範囲を広げる特性を踏まえ、

出没箇所や移動経路が想定される区域において、計画的かつ積極的に春季捕獲を実施

いたします。

早速、来月８日に、昨年特に目撃情報が多かった脇本第一小学校付近など４か所程

度で、猟友会による箱わな設置と冬眠穴の探索を含めた巡回を計画しており、出没の

兆候や痕跡が確認された場合には受動的な対応にとどまらず、積極的に個体の排除を

図ることとしております。

なお、県では鳥獣の捕獲許可に係る要領を改正し、防除・排除地域において、捕獲

許可期間を現行の６０日以内から１年以内に延長することや捕獲頭数の上限の撤廃、

春季における管理捕獲についても明記する予定と伺っており、従前に比べ捕獲や駆除

の体制が強化されるものと考えております。

今年はクマの出没が落ち着くのではとの専門家の見解も聞こえてきますが、油断す
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ることなく、今後も関係機関と連携し、市民の安全・安心確保のためクマ対策に万全

を期してまいります。

御質問の第４点は、結婚支援施策の新たな方向性についてであります。

若者の結婚に対する意識の変化や、望ましい生き方に関する価値観の多様化等に

よって未婚化・晩婚化が進んでいることから、結婚を望む男女のサポートに当たって

は、個人の意思を尊重しながら、それぞれのニーズに合った支援が求められているも

のと認識しております。

こうした中、これまで市内施設を巡るバスツアーや食事会等のイベントをはじめ、

婚活に向けて一歩を踏み出すための身だしなみ講座やコミュニケーション講座の開催

等、趣向を凝らした取組を実施してまいりました。

また、従来のような休日を潰しての婚活イベントでは参加者も気負い過ぎたり、ま

た、タイムパフォーマンスを重視する若い世代の生活スタイルにも合致しないことか

ら、恋愛や結婚をあまり意識させず気軽に参加できるよう、今年度は、平日の仕事終

わりの時間帯にさりげない出会いの場を提供するイベントを企画したところでありま

す。

その結果、想定以上の応募があり、参加者からは「アットホームな感じがとても楽

しかった」「堅苦しくなくカジュアルな進行がよかった」などの評価をいただいてお

ります。

このイベントには、大潟村結婚支援センターの担当者も視察に訪れ、連携開催に向

けて情報交換しているところであり、今後は近隣市町村と協働で広域的に取り組み、

より効果的なマッチングにつなげてまいります。

こうした、結婚や恋愛を前面に出さない、さりげない形の取組は、議員御提案の

「自己成長型支援」とアプローチの仕方において相通じるものがあると考えておりま

す。

結婚支援を目的に実施しているか定かでありませんが、県では「自分が結婚や子育

てしているイメージが湧かない」「同年代は将来をどう考えているのか」などの思い

を抱えている独身の若い世代を対象に、今後の人生をプランニングするグループワー

クや、結婚、子育て、介護などと仕事を両立させるリアルな声を紹介しながら、異業

種交流を図る「ライフデザインセミナー」を開催するなど、自身のキャリア形成と併
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せた交流の場を設けております。

結婚をめぐる価値観が多様化する中、「結婚支援は果たして行政の仕事なのか」

「どこまで行政がやるべきなのか」という疑問や問題が常に付きまとうところであり

ますが、まずは、県事業の効果のほどをヒアリングを通じて調査するとともに、本市

のような小規模な市町村レベルで実施すべき取組なのか、その後の展開を慎重に見極

めてまいります。

私からは以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。５番吉田議員

○５番（吉田洋平議員） 御答弁いただきありがとうございました。

四つのテーマについては、大筋で私の懸念する事項だったり、考える方向性につい

て、同じ考えを当局でも抱いていただけているんだなという実感はありました。

その中で、大問一つ目の将来人口推計を基にした中長期的な計画について再度お伺

いしたいと思います。

考える方向性というのは一致しているかと思いましたが、具体的なその中身につい

ては、委員会だったりそういった部分で議論させていただきたいなと思いますが、や

はりこの目指す着地点といいますか、そういった部分の最終的な行政の在り方、特に

やっぱり１０年、２０年、１０年先の計画というのはありましたけど、さらにその先

の２０年後というのは、やはり人口がほぼ半減している状況がある中で、今現在のそ

の進行速度というのは、やはり何か足りない部分があるのかなというのが正直な見解

です。

そういった部分で、行政としては当然男鹿に移り住んでいただいたり、若い人、年

配の方々が、夢や希望を抱いて生活していただく形を実現するのが行政の仕事だと

思っておりますが、今のこの人口減少下の時代においては、やはり苦しい選択といい

ますか、そういったサービスの縮小というのがついて回る話だというのは同じ理解で

すが、そうした部分でいきますと、やはりそっちの、なかなか苦しいというか、身を

切る部分というのが、まだまだ足りないのではないかなと思っております。

その部分で、この人口の将来推計、当局のほうでもある程度正確性を持った数値で

あるという認識だったんですが、であるならば、やはり着地点として、その人口を基

にした計画、こういったものを、やっぱり長期目線の着地点を見据えた計画というの
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は必要になるかなと思うのですが、そうした部分で、やはり市民の皆様、今日は多く

の方に傍聴いただいておりますので、少しイメージも湧くのかなと思いますが、まだ

まだ市民の皆様にそういった目線というものは持っていただけていないのが現状では

ないのかなと。そうした部分で、やはり男鹿市民の皆様と、そういった情報というか

現状をしっかりと共有した上で、そうした長期目線の計画というのを、しっかりと着

地点を明確にした計画を、やはり行政でも用意するべきではないのかなというふうに

考えましたが、今段階での様々な計画に加えたこの人口推計、これを基本とした在り

方についての検討を進める、そういった部分について持っているのか、再度お聞かせ

いただきたいなと思います。

２点目については、大方予測した範囲の支援体制というところでありましたが、国

の方針、そういった部分のリスクというのは本当におっしゃるとおりだなと思いまし

た。

そうした中で、やはり生産者であったり、あとは販売事業者、そういった部分の経

営がすごく今懸念されている状況でありますので、そうした部分の経営の安定化で

あったり、やはり男鹿市内、商売をしている事業者、生産をしている事業者の継続と

いうのは、やっぱり税収を上げる上でも、事業者として、産業として、しっかり成り

立たせていかないといけない部分であり、行政としてもしっかり支えていかないとい

けない部分であると思いますので、こうした変動リスク、常について回る話ではあり

ますが、そうした部分で広い支援といいますか、支える手法を事前に考えていただい

て、経営継続できるような状態をつくっていただければなと思います。これは質問で

はありませんが、意見として聞いていただければなと思います。

ツキノワグマに関しては非常に市民の皆様、不安に思っているところがあります。

脇本の出没が多いところにも、春先から仕掛けを設置するというところで、先行的に

捕獲だったり危険の排除、そういった部分をぜひやっていただけたらなと思っており

ましたので、そこはぜひやっていただきたいなと思います。

その中で、クマも野生動物なので、なかなか期待した結果が得られない場合、非常

に市民の皆様のそういった生活の部分に対する影響というものは、去年からずっと続

いておりまして、特に外に出られないというところでの送迎であったり、あとは健康

維持のためのウオーキングができない、これ非常に言われることが多かったです。そ
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うした部分で、例えば体育館であったりとかそういう利用の部分で、毎度通ってしま

うと、やはり経済的な部分で負担が大きいという話もありました。そうした部分で、

目撃情報が続いても、なかなか捕獲がうまくいかないような状況になった場合、そう

いった健康面であったり私生活へのサポート的な部分について当局で今考えているこ

とがあれば、ぜひお聞かせください。

大問の四つ目ですが、様々な取組をされて、実績も上がっているというような御答

弁でしたが、なかなか最終的なところまでいっていないのかなというのが現状だと思

います。また、最後の最後にありましたけども、結婚支援をどこまで行政がするのか

というのも非常に難しい問題ではあると思いますが、県のほうでも、やはりここは力

を入れていくと。根本的な人口減少であったり出生率の低下の原因の一つというの

が、この婚姻率の部分でありますので、そうした部分でやはり今までの機会の創出以

外の方向性といいますか、そうした視点を持つことは非常に有効かと思います。です

ので、ぜひそうした部分でのキャリア形成だったり自己成長、そういった部分が、例

えばですけど個人所得の増大につながる部分でもあると思います。そうした部分をぜ

ひ考えてですね、一人一人の経済的不安も解消できるような方向性で、結婚支援と自

己成長、そういった部分をしっかり行っていただけたらなと思います。四つ目は要り

ません。

大問の一つ目と三つ目、御答弁お願いします。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 吉田議員からは非常にタイムリーな、かつ重い御質問を受けまし

て、我々も相当気合を入れて御答弁したつもりでございます。

再質問で、今の人口減少のその延長線上にある、今時点では我々のいろんな計画に

ついては、例えば財政の中期見通しは５年先ですし、行革も大体５年ぐらいのスパン

でもって、４年、５年のスパンでもっていろんな計画を更新していっております。ま

あ公共施設については１０年ぐらい、一気にいくわけにいかないので少し長いスパン

で見ていますけども。それに対しまして議員のほうから、もっとその先にある、１０

年後になるのか、２０年後ということをイメージしていらっしゃるのかもしれません

けれども、それをひとつね、住民の皆さんと描く姿といいますか、着地点を共有でき
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るようなものを示してもらえないかという話だと思うんですけども、結論からいきま

すと多分無理ですね、これは。男鹿市、多分国も無理でないかと思いますね、県も含

めて。少なくとも市町村、男鹿市では、まず無理だというふうに申し述べたいと思い

ます。といいますのは、まずその財政一つ取ってみても、歳入に占める、いろんな自

主財源はありますけれども、やっぱり依存財源が非常に大きなウエイトを占めている

と。そういう中で、そうすれば地方の財政計画がどうなるかというのは、当然国のほ

うのかまどの状況にもよりますし、この後、経済成長がどれぐらいになっていくのか

ということもあります。もちろん財務省では様々なシミュレーションはしているで

しょうけれども、果たしてそれをずっと末端の我々のところまで来て、じゃあ男鹿市

の将来をどうするのかということは、なかなかそこは明確になってこないだろうと

思っています。一番の歳入の柱となる国の地財措置がどうなるのかということも見え

ない中では、なかなか財政構造をどれぐらいにするというのは多分無理でないかなと

思っています、歳入については。

それから、歳出について一言申し上げたいのは、当然歳入が減りますから歳出は抑

えていかなければいけないと、これは言うまでもない話であるんですけども。一方

で、非常に悩ましいといいますか、要すれば守りだけで、減らしていくだけで何とか

かんとか財政をね、もうぎりぎり青色吐息で維持していくだけで、果たしてそれでい

いのかと、それで市民の皆さんが将来に展望を持てるのかと、男鹿に住みたいと思う

のかという話なわけですね。ここ四、五年、菅原市長の下で我々も一生懸命頑張っ

て、市民の皆さんからも、議会の皆さんからも応援いただきながらやってきたという

のは、このままではなかなか男鹿の将来に先が見えないだろうと、将来展望ないだろ

うというふうなことで、いろいろな、要するに未来への投資ということで企業も呼ん

できて、若い人方が勤めるところ、それから、子育てにも力を入れながらと、地場産

業の農業、水産業、観光業、そういったものにもできるだけの支援をやっていこうと

いうふうなことでいろいろやってきたわけですね。それを、まあ言わずもがなのこと

ですけどもね、これの財源を何とかして確保するために、いろいろこれから削減して

いかなきゃいけないというのは分かりますけども、何もしないでやるというのは、こ

れあり得ない話ですので、そこら辺のところで、じゃあ見通しが立つのかとなると、

それはなかなか難しいんでないかなと思ってございます。
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職員数を取ってみても、減らせばいいということは分かります。減らさなきゃいけ

ないと思ってます。その場合に、じゃあ２０年先に、生成ＡＩとかそういった新しい

技術がどれぐらい我々の業務をカバーしてくれるのかと、カバーできるようになるの

かということの見通しも、まだまだつきませんので、それやこれやを考えますと、な

かなかこれだけ世の中が激変している中で、２０年、３０年先を見通して市民の皆

さんと共有できる姿をと言われても、これはなかなか厳しいんでないかなと思ってご

ざいます。そういうお答えしかできないんでないかと思っています。

あとは、クマについては、部長のほうから答弁いたします。

米についても、これはいいですね。もう少しやっぱり国のほうに声を大きくして

しゃべっていかなければいけないかなと思いますね。

それから最後に、結婚支援のところですけども、御質問ではありませんでしたけど

も、実は我々もこれ成果出ていると思ってないんですよ。一番なかなか出ないところ

といいますかね、出づらいところなのか、もう試行錯誤の繰り返しで今やっていると

ころです。御答弁申し上げましたのは、あまりそうギラギラさせないでね、我々主催

者側もといいますか、仕掛ける側も、それから参加する側も、もっとフランクにとい

いますか、気軽に来てもらえるような環境づくりのほうがね、参加率も高くなるし、

結果的にはそういうマッチングのほうにもいい効果が出るんでないかなというふうな

ことでやっている話であって、決して成果が出ているというふうには思ってございま

せん。ただ、県が今やっているようなといいますか、議員から提案があったようなこ

とについては、流れとしてはそうでしょうけども、果たしてそこまで我々として、要

するに基礎自治体のほうでやるべきといいますか、やって効果が上がるのかとなるの

は、やっぱり少し考えなきゃいけないんじゃないかなと思ってますね。県がやってい

る成果も、どうなるのかちょっと分かりませんし、果たしてそういうふうな、まあや

らないよりは当然やったほうがいいんでしょうけども、少し目的とやることの、目的

といいますか、焦点がぼやけるんでないかなというふうに思ってございますので、こ

の後また議員ともいろいろと御相談しながら方向性を見定めてまいりたいというふう

に思ってございます。

○議長（小松穂積） 鈴木産業建設部長

【産業建設部長 鈴木健 登壇】
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○産業建設部長（鈴木健） そうしますと、私からはツキノワグマ出没に伴います市民

生活への影響の部分についてお答えいたします。

市長から先ほど答弁もありましたし、また、初日に市長から市政報告でクマに対す

る対策についてのお話もございました。昨年１１月に庁内でクマ被害対策会議、こち

らをつくりまして、その中で様々な部署連携の上、クマ被害の防止に関する対策を講

じております。その中で、体育施設、こちらについても無料開放というものをやって

おります。１１月・１２月に市内の運動施設等を無料で使っていただいておりまし

て、クマ対策に伴う利用者数としては、合計で１，０００人ほどの利用となっており

ます。先ほど申し上げましたクマ被害対策会議というのは、今現在もまだ生きており

ます。また、クマ対策で警察等の関係機関との連携した経験もまだ生きております

し、そのつながりもございます。市長も申し上げましたとおり、クマについては油断

することなく、今後も関係機関と連携して、市民の安全・安心確保のためのクマ対

策、こちらのほうに万全を期してまいります。

また、クマの春駆除の部分ですけれども、こちら脇本第一小学校付近などと言いま

したが、そのほかにもクマの出没多発している、多く寄せられたところもございま

す。例えば男鹿中地区であったり、五里合地区、そういったところでも箱わなの設置

について検討しているところでございますので、そうしたところで、市内からクマを

排除する覚悟で取り組んでまいります。

体育施設等における健康づくりの部分につきましては、昨年も実施した実績がござ

います。その経験等もありますので、もし、残念ながらクマの目撃が相次いだという

事態になった場合は、これについては速やかに同様の取組、さらにもっといい取組が

あれば行ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。５番吉田議員

○５番（吉田洋平議員） ありがとうございました。

１点目の将来人口推計によるところの部分で、歳入歳出についての見通しを立てる

というのは非常に難しいという、不可能ではないかという副市長の御発言がありまし

た。

では、今、市が保有する公共財産の部分、公共施設、その総量についての、例えば

そういった人口見通しに対する計画も不可能なのか。そこについては、今ある公共施
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設の数、そういったものの、例えば利用されていない、そういった部分の把握はもち

ろんされていると思いますし、１０年ぐらいの見通しは立てていると。そうした中で

考えますと、これから新たに造っていくような公共施設というのも、状況を考えると

そんなに多くはないのかなと。合併だったり統合、そういった部分の見通しというの

は立てられる部分なのかなとは思いますが、そうした部分についての将来人口を基に

した総量の適正な水準の確保、そういった部分の見通しというのは立てられる範囲だ

と思いますが、その部分に関して、やはりそういった将来的な市の姿というのは見え

る部分ではあると思いますので、そういった部分での計画だったり見通しを立てるこ

と、そこについてのお考えを再度お願いできればなと思います。

クマに関しては、ありがとうございました。ただ、一つ確認したいんですけども、

市民の方が男鹿市の体育館の中を、まずクマが出没したというところで外の散歩がで

きなくなって利用していたという話を聞いたんですけども、そのとき１１０円か、そ

れぐらいを払ってずっと通っていたと。１か月、夫婦二人で通えば６，０００円ぐら

いかかるんだよって言われましたので、有料だと勘違いしていたんですけども、そこ

は無料開放していたということで間違いないんでしょうか。そういった部分の期間で

あったり、ちょっと市民の方からそう言われたもので、ああ有料だったんだなという

認識で今回質問したんですけども、その部分に関して、いつ頃からそういった無料開

放をして、期間的な部分だったり、そこの精査をひとつさせていただけたらなと思い

ます。

４点目、副市長から少し御発言がありましたので、ぜひ、まあなかなか実績が上が

らない認識だと。ここまでやる必要があるのかという考えもお持ちであるならば、厳

しいことをいいますと、やっぱりそういった部分は、もう取捨選択していく段階にあ

るのではないかなというのが正直な気持ちです。ただやはり県でも、これは秋田県、

どうしても全国平均より低いということで結果を出していかなければいけないという

ところでの、まず今回こうした視点での取組もあるのではないかと。なかなか外に出

ない若者、外に出ないといいますか、対外的にコミュニケーションを取るのが苦手

だったりという傾向が強まっているという調査もありますので、そうした根本的な部

分の解決であったり、あとは個人所得が男鹿市非常に低い現状がありますし、そうし

た部分の打開策となるようなそういった成長プログラムを組むというのは、市として
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もそういった個人所得の増大であったり転職、仕事を変えて収入を上げるという選択

肢の創設にもつながりますし、行政としてもいろんな企業誘致を頑張っていただいて

いるおかげで、今までにない産業が男鹿市にどんどん入ってきている状況であります

ので、そうした部分を加味しましても、こういった自己啓発であったり自己成長、そ

ういった部分は非常に有効的に働くのではないかなと。そうした部分で移住・定住に

つながる可能性もございますし、そういった複数的な要因も兼ね備えたこういった取

組があるのではないかという提案でしたので、結果が出れば一番いいですけども、そ

ういった根本的な原因の解決につながるような取組をぜひやっていただけたらなと思

います。

１点目の部分について再度お願いします。

○議長（小松穂積） １点だけでいいですか。

○５番（吉田洋平議員） すいません、クマの、体育館の利用の部分も。

○議長（小松穂積） 少し整理します。

４点目のほう答弁はよろしいということで、１点目の公共施設総量の関係と３点目

の体育館の無料開放の部分をお答えください。

まずは最初のほう、副市長からお願いします。

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 施設等々の公共施設については、これは議員おっしゃるところ

は、これ当然しっかりやります。答弁申し上げましたように、公共施設の管理計画で

全体の考え方、総量をどうするのかということ、前回は３０年ぐらいで３割弱の削減

でしたけども、果たしてそれでいいのかと。当然もう一歩も二歩も踏み込んだ形にな

るんでないかと思ってますので、なおかつ、今度はそれぞれの個別の施設について、

じゃあ将来に向けてどうするのかというふうな方向づけも全部していきますので、

今、再々質問で議員が御質問されたものについては、しっかりと御提示申し上げられ

るというふうに思ってございます。当初、質問で、もう少し大きな形で、人口がこれ

ぐらいになって、財政規模がこれぐらいで、じゃあ男鹿の産業はこうなってて、市民

の暮らしはこうで、そういった将来の画といいますか、形がしっかりと御提示できる

かとなると、これはなかなか多分難しいだろうなというふうなことで御答弁申し上げ

ましたので、その真意を私よく分からずに答弁しましたことをおわびしたいと思いま
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す。再々質問でお話されたことは、しっかりと提示申し上げたいというふうに思って

ございます。

○議長（小松穂積） 三浦観光文化スポーツ部長

【観光文化スポーツ部長 三浦大成 登壇】

○観光文化スポーツ部長（三浦大成） クマ対策の関係の点についてお答えいたしま

す。

お尋ねの方のその詳細のやり取り等については確認を要すると思いますけれども、

クマの出没に伴っての有料体育施設等の無料開放、この期間につきましては、昨年の

１１月１５日から１２月２８日、この期間で実施をいたしました。この間は利用につ

いては無料とさせていただいております。通常、御指摘ありましたとおり体育館を歩

くことでの利用というのは、１回１１０円かかるわけですけれども、この期間につき

ましては、その状況を踏まえて無料開放していたということでございますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（小松穂積） ５番吉田洋平議員の質問を終結いたします。

○５番（吉田洋平議員） ありがとうございました。

○議長（小松穂積） 次に、４番安田健次郎議員の発言を許します。４番安田議員

【４番 安田健次郎議員 登壇】

○４番（安田健次郎議員） 私も今回の一般質問に少し参加させていただいて質問をし

たいと思います。

通告は２点ですけれども、地域の過疎問題や市道などの問題を含めてね、非常に市

民生活に関わる部分だけを質問したいと思います。

１点目は「過疎地域の施策充実を！」というタイトルで通告させていただきまし

た。

今、人口問題、盛んに議論されておりますけれども、これは一つ一つの政策なり、

一つ一つの取組を充実させる以外、人口増ということにはならないと思いますね。結

局、農業だろうが漁業だろうが、そこが衰退するので人口が減るということ。そうい

う産業でも職場でも、うんとやっぱり拡大されれば人口は増えていくという原理にな

ると思うんですね。そういう点では、やっぱりずっとこの間、人口減少を招く施策の

在り方が問われているんじゃないかというふうに私は思っています。何ともならない
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という部分もあると思いますけどもね、しかしやっぱり市政というのは市民要望に基

づいて、そこら辺の施策展開というのは、これから重要視されるんではないかなと私

はそう思ってます。

この人口減少、どこまで減るのかよく分からないというような話にもなるわけだけ

れども、推定はされていますけどもね。いずれそういう不安の声が、ここだけに限ら

ず市内のどこでも聞かれます。

今、もう一つは、この人口減少とともに過疎という問題、地域というかね、この過

疎地域から非常に不満が出てたり、生活がしにくいという声が私どもに結構寄せられ

ています。特に男鹿市の北部地域というかね、北のほうということなんだけれども、

この地域には、やっぱり生活圏内に、例えば旧若美の例を挙げますと、１６キロの間

に昔からあった普通の小店が一軒もありません。都市部ではいっぱいあるコンビニな

どがやっと端々に１軒ずつ、コンビニ的なというかね、お店が２軒ほどあるぐらい。

あとは北浦地域だってニコットというかね、小さな形態のお店があるだけで、あとほ

とんどやっぱり買物には難儀をしているという状況ではないかなというふうに思うん

です。

市では、そういうことも踏まえて、コミュニティーの充実をと、結構この間、捉え

て施策の展開はしています。しかし、なかなかまだ、今、前段申し上げましたように

ね、このコミュニティー活動というのはね、そこに住んでいる人、本当に喜んでいる

かというふうになりますと、催し物があるかといいますと、決してそうでもない感じ

がしてね、コミュニケーションが整っていないんではないかなという声も結構聞かれ

ています。

やってないという批判はしません。結構学習講座とか講師を呼んできてね、時折講

座なんかをやっています。それは車で行けたり、相乗りもあるんだけども、講座まで

行ける範囲の人方はいいわけだけどもね、やっぱり一人暮らしとか、車がないとか、

生活保護者とか、この人方はやっぱりやられているイベントにも参加できない嫌いが

ありますね。そういうのが、果たしてそのままでいいのかという点で私は今日質問し

たいなというふうに思っているんです。

もう一つは温泉が、これは北部、北浦のほうでも温浴ランドがなくなったようだけ

ども、やっぱりね、今まで大潟村への補助券があってまとめ買いして、またお世話に
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なったけれどもね、やっぱり不便だということで、まあその券がなくなったようだけ

れども、たまには１年に１回でも２回でもね、温泉に入りたいという声が結構ありま

すよ。これあれば、これも出なくなったんだけど、なくなると、なおさらそういう声

が強くなってきてね、年に１回でも駄目なものかなという声があります。そういう点

ではね、やっぱり市民を慈しむというかね、そういう志の施策もあってもいいんじゃ

ないかなと思って今日取り上げました。

そういう声がいっぱいあるんだけれども、もう一つはね、不安があるというか、災

害や病気に罹患したりね、このときどうなるんだろうっていうね、まあ防災対策でい

ろんな訓練もやってます。この間、物すごい取組やってます。ただ、例えば集まるた

めの体育館も不足してきてましたよね。あっても体育館には暖房がないんですね。そ

のためにテントとかね、防災訓練用の用具はあるようだけれどもね、しかし、そこに

やっぱり、どこへ逃げてみんなで集まればいいのかという不安もあるんでね、そうい

う点ではこの体育館もなくなってきているんで、災害のときの不安もね、結構高まっ

ているんじゃないかなというふうに思うんです。いわゆる不測の事態に対する不安

ね、これをどうするのかという問題もあります。

それからもう一つ、コミュニティーの問題で不足しているということで言ってるけ

ど、旧若美の地域には朋友館という各集落に全部、お年寄りを含めて集まれる建物が

あるんですね、今もあるんだけども。ここがほとんど活用されていない状況なんです

ね、調べてみますと。果たしてそれでいいのかなということで、ちょっと疑問持って

質問するんだけれども、やっぱりどんなに小規模でも、ささやかでもね、コミュニテ

ィー問題、過疎地域の解消という問題になるとね、もう少し活用してもいいんじゃな

いかなということで取り上げさせていただきました。例えば今日、傍聴席の皆さんは

ね、ここへ来れます。でも傍聴席にも来れない方が結構いるわけね。そういう人方も

含めたね、過疎で不便なところへの対策をね、やっぱり強化する意味では、そういう

小さな建物の中でも、たまにでもね、語る会とか、何らかがあってもいいんでないか

と。そういうところにやっぱりね、コミュニティーが広がるんじゃないかなと思いま

すので、この点もちょっと質問させていただいています。

あと、定住の問題ね、よく聞かれるんだけども、盆とか正月になりますとね、子ど

もの遊び場もないし、水族館とか何か催し物あるところへはたまに、いっとき行くん
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だけども、三日も四日もいても子どもの遊ぶ場所もない、公園もないという声も結構

聞かれます。これは県外から来た方の声だけれどもね。確かに公園もね、過去には各

集落にあったんだけれどもね、ほとんど今はないですね。１集落で子どもが二、三人

いる家庭あるんだけども、この子ども方も、保育園に行ってるときはいいんだけれど

も、遊園地とかないもんだからね、遊ぶ場所がないのね。これも一つのね、やっぱり

この地域は不便だなという声の典型じゃないかなというふうに思うんで、やっぱりこ

の過疎地域というのはね、もう少し充実させないと、人口減少も絡めて、お年寄りの

支援策というのも含めて、いわゆるＳＤＧｓじゃないけども、一人一人を大事にする

という観点の施策を、この過疎地域対策の充実ということで求めたいと思って、以下

三つほど質問してお答えをお願いしたいと思います。

一つ目はね、運行バス以外、これ幾らかやってるんですけどもね、運行バス。で

も、非常に間隔があるというか、たまにぽつりぐらいのもんでね、きめ細かなバスで

の買物という点では不便です。ほとんど買物に行けませんね。これ、ただ行けないだ

けじゃなくて、行くとすればね、結構やっぱり隣近所なり誰か知人を頼ってね、特定

の謝礼とか何かをやらないと送ってもらえないんですね。タクシーはやっぱり高いし

ね、タクシーで行ければいいんだけども、そういう点ではね、買物ができる地域対策

というのもね、もう少しやってもいいんじゃないかなというふうに思うんで、どうな

のかなということです。

二つ目はね、今、朋友館の例を挙げましたけどもね、やっぱりもう少しコミュニテ

ィー活動やるとしたらね、ああいう場所を活用して、それなりの趣味なり娯楽なり、

いろんな催し物があると思うんだけどもね、そういう活動をして、一人も取り残さな

いという観点でたまにやってもいいんじゃないかなと。

含めて、三つ目になるけどもね、温泉行きのバスも、たまには企画したっていいん

じゃないかなと思って、市長の考え方を求めたいと思います。

これで１点目終わります。

２点目は「市内道路の整備促進を！」ということで通告させていただきました。

過去には好景気もあってね、家が１軒あれば全て舗装するという、過去にはそうい

う市もあったわけだけれども、非常に利便性を求めてね、全部舗装されてきれいに道

路網というのは出来上がったんですけども、今はもう立派に完備はされているんだけ
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どもね、しかし、どうも老朽化してきたというかね、月日がたってるせいか、ふだん

走りますと結構おんぼろになっているというかね、壊れが激しいように思います。単

なる一つ一つの穴とかの修繕なんかは、今年なんかは建設課で頑張って、もう手早く

穴埋めをやっているんだけども、そのことだけじゃなくてね、やっぱりひび割れが非

常に激しくてね、これ早め早めに対応していかないと、結構舗装費っていうのは高い

もんだからね、やっぱりこの工事を計画的にやっていかないと、ちょっと車で走るに

は不便なんじゃないか、気になるんじゃないかなというふうに思うんです。特にこの

議会にもよくかかるんだけども、道路の不備によって損害賠償などが出ていますよ

ね。そういう点では、それを防ぐ意味でもね、何とかしてこの穴ぼこの改修に限らず

ね、傾いたり、ひび割れしたりしている道路をね、計画的に今やっていかないと、そ

れこそさっきの財政問題じゃないんだけどもね、やっぱり一気にはやれないので、計

画的にやっていかないとまずいのかなというふうに思うんです。

この道路に関わるもう一つの問題は、依然として木が邪魔になるとか枝が邪魔にな

るとかって、これ何回も、私もしつこいほど質問しているんだけども、どうしてもな

かなか解決できないところがあります。電柱に対する不安というかね、いつ乗りかか

るのかなと、いつ倒れるのかなという思いもあるしね。それから、側溝ね、一見、道

路掃除が１年に１回あるんだけれども、側溝の整備不備が結構あるんですね。これは

特定のところを名指しで建設課にお話しているので分かるとは思うんだけどもね、

やっぱりほかのほうへ迷惑かけている側溝というのがありますね。それから塞がって

いるところがある。こうなるとやっぱりね、道路として機能してないというところが

結構ありますのでね、その点についてもどうなのかなというふうに思います。

それから通学安全道、これも旧若美地区の話だけれども、旧若美の場合は各小学

校、全長１６キロ、ほとんど通学道路が整備されてました。今は通学道路と言わない

ようで、何か建設課に聞いたら市道の扱いだと。仮に市道だとしてもね、これの不備

が目立つんでね、草刈りなり、ガードレール、安全防止柵みたいなの、ああいうのに

さびが入ったりね、壊れたりしているところがあるんで、もしこれらが市道扱いだと

したらね、やっぱり点検しておかないと、うまくないんじゃないかなというふうに思

います。そういう点で、三つのことについて伺いたいと思います。

一つ目は、今るる申し上げましたようにね、今後の道路舗装整備、これを計画的
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に、しかも早期に取り組んでいく必要がないのかなという点で、今後の対策の考え方

をお聞きしたいと思います。

二つ目はね、今これも申し上げた排水路や支障木、邪魔になる木とかね、こういう

ものについての対応、いわゆる旧通学道路、市道も含めてね、この不備の点検なども

やっておかないと、何かがあれば困るという心配性なもんだからね、そこら辺もお聞

きしておきたいと思います。

それから、これは木の場合ね、やっぱり地主さんとコンタクトを取らないとまずい

と思うんですね。勝手に切るわけにもいかないし、切るにはお金も相当かかりますよ

ね。私なんか本家の木、邪魔になって１本切ってもらったら３０万取られたんです。

電線に引っかかるとやばいので切ったんだけども、そういう点で個人負担もあるんだ

けどもさ、ここら辺の対応もやっぱり考えていかないと、倒れれば大変だという市民

の不安があるので、この対応も何とかしなきゃならないんじゃないかなというふうに

思います。積極的に地主さんとの対応なんかもね、やる必要があるんではないかなと

いうふうに思います。

三つ目、これは建設課と前もって話もしてるんだけどもね、以前にここから、五里

合地区の道路整備、ガードレールが不備だと、非常に危険だと。車で走ってても歩い

てても、眺めるともう、目くらみはしないと思うんだけども、物すごい落差があって

不安だということで要望したら、幾らかできてますよね。３年ぐらいなるか、立派な

ガードレールつけてもらったんだけども、端々というか、まだまだ延長が結構ありま

すんでね、これやっぱり地域の人から言わせるとね、右側歩けばいいんだけども、

そっち側歩くと不安だという方がいますよね。特に車なんかは怖いと、私のように腕

の悪い人は不安になりますよね。ちょっとこう行ったら大変だなという思いがありま

す。だからあのガードレール、やらなければいけないと思ってやったと思うんだから

ね、やっぱり引き続きやらないとさ、ちょっとまずいんじゃないかなと思って、建設

課には御苦労かけるんだけども、あれは県でやれるのかなと思うんだけども、そこら

辺の対応方も含めて、三つの課題について質問させていただきます。

以上です。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】
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○市長（菅原広二） 安田議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、過疎地域の施策の充実について、まず、路線バス以外の買物が

できる仕組みづくりについてであります。

高齢化の進行や商店の減少により、日常の買物に不便を感じている方がいることは

市としても認識しており、公共交通の確保だけでは、全てのニーズに十分対応しきれ

ていない面があるものと受け止めております。

現在、市内では、宅配サービスが生活協同組合やＪＡ全農Ａコープにより市内全域

で実施されております。また、移動販売についてもスーパーセンターアマノや地域の

商店により行われているほか、介護保険サービスの一つとして、訪問ヘルパーによる

買物支援も実施されております。

こうした取組に加え、最近はＡｍａｚｏｎや楽天などのネット通販も普及してお

り、買物手段は一定程度そろっているものの、市のアンケートや行政懇談会等では、

「将来の移動に不安がある」「バス停まで歩くのが大変」といった声に加え、「自分

の目で見て商品を選びたい」との意見も多く寄せられております。

これは、高齢者にとって買物は、単に生活に必要な食料品や日用品を入手するだけ

でなく、自ら店舗に出かけ、人と会い、自分の好みのものを探すという楽しみを求め

ていることのあかしであると考えます。

こうした声を踏まえ、できる限り自分で買物に行くことができる環境づくりを基本

に、いつまでも元気に歩けるよう介護予防や自立支援の取組を進めるともに、現在、

新たな移動手段として、船川地区の高台エリアや男鹿中地区を対象に乗合タクシーの

実証や公共ライドシェアの導入を目指しておりますので、そうした結果を含め、引き

続き、路線バス以外の買物支援の仕組みを検討してまいります。

次に、集会施設を活用したコミュニティー活動の推進についてであります。

老人集会施設として若美地区に整備された「朋友館」は、近年、人口減少や市民の

生活スタイルの多様化、施設の老朽化などにより、高齢者等のコミュニティー活動の

場としての利用が大幅に少なくなってきております。

また、町内会の行事やお祭りなど地域活動においても、担い手不足やリーダーの成

り手がいないといった課題が顕在化しているほか、地域のつながりや連帯意識の希薄

化も危惧される状況にあります。
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こうした中、持続可能な地域づくりを進めるためには、コミュニティーの中核を担

う町内会等の自治組織の維持強化に努めながら、活動を支える人材の育成と住民主体

の実践的な取組を行っていくことが不可欠であり、その上で、市民と行政がそれぞれ

の役割を分担しながら地域づくりに対する共通認識を持ち、共に考え、共に行動する

ことが重要と考えます。

こうした基本的な考えの下に、本市においては「コミュニティ活動推進補助金」と

「地域振興基金活用事業補助金」の二段構えで地域の主体的な取組を応援しており、

地域コミュニティセンターの集落支援員と町内会等が一体となって、町内の草刈りや

道路清掃といった環境美化活動、避難訓練をはじめとする防災活動、町内会館で行う

カラオケ大会やｅスポーツなどの健康づくり教室といった独自の取組を行っておりま

す。

また、こうした地域活動の拠点となる地域コミュニティセンターや地区体育館につ

いては、当分の間維持していくこととし、地域の皆様が安心して活動できるよう計画

的な環境整備に努めるとともに、町内会館等の集会施設の改修に対する助成や備品の

購入制度の利用サポートにも力を入れてまいりたいと考えております。

地域のにぎわいづくりや地域活性化の主役はあくまで地域住民であり、こうした集

会施設を活用した自主的な活動が多くの町内会で展開されるよう、引き続き、しっか

りとサポートしてまいります。

次に、外出や交流機会の確保についてであります。

健康長寿の秘訣は「キョウイク」と「キョウヨウ」、つまり「今日行く場所があ

る」ことと「今日も用事がある」こととよく言われるように、高齢者が住み慣れた地

域で生き生きと暮らしていくためには、外出や交流の機会を持つことが極めて重要で

あると認識しております。

最近の状況を見ますと、本市に限らず、町内会や老人クラブ等の活動がままなら

ず、かつてに比べ高齢者の外出機会や地域における交流機会が減少しているものと危

惧しております。

そうした中にあっても、市内各地では、社会福祉協議会による「いきいきサロン」

や「一人暮らし高齢者の集い」が開催されており、地区によっては温泉施設を会場と

するなど、外出や交流の機会が創出されているほか、介護予防活動に取り組むグルー
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プや趣味の会、シルバー人材センターでの就労など、市全体で見ますと様々な交流の

場が設けられております。

また、交流機会の拡大につながる取組の一つとして、本市では、より参加しやすい

敬老会を目指し、５年前から町内会単位での開催に移行したところであり、従来の実

行委員会方式に比べ、参加率の向上が図られております。

今後もこうした機会の周知や参加促進に努めるとともに、隣近所で声を掛け合い、

気軽に行き来できる関係づくり、いわゆる「茶飲み友だち」のような身近なつながり

を大切にしながら、これらの活動が継続されるよう、地域の主体的な取組を支えてま

いります。

なお、議員からは温泉施設へのバス送迎の提言をいただきましたが、来月５日に

オープンする「ホテル木下 秋田男鹿駅前」では、市街地に立地するホテルとしては

異例の形で、サウナを備えた大浴場を市民の日帰り入浴に開放するとしております。

市民の皆様には、外出や交流の機会として、また、日頃の疲れを癒やしリフレッ

シュする場として、ぜひ御利用いただきたいと考えております。

御質問の第２点は、市内道路の整備促進について、まず、道路舗装の整備計画につ

いてであります。

道路の安全性や快適性を確保するため、舗装修繕につきましては、修繕計画を立て

ながら、国の社会資本整備総合交付金や石油貯蔵施設立地対策等交付金などを活用

し、計画的に実施しております。

交付金事業の対象とならない修繕については、令和５年度から道路維持費を拡充

し、パンク事故等の発生頻度の高い路線を中心に、舗装修繕を集中的に実施する「道

路舗装修繕緊急対策事業」に取り組んだ結果、令和４年度に９件だった道路事故賠償

件数が、５年度には２件、６年度は１件、７年度はここまでゼロと、事故件数が減少

傾向にあります。

また、これまで３月補正予算に計上していた舗装修繕費について、今年度から１２

月補正予算に債務負担行為を設定することで、冬期間の凍上による破損を春先早期に

補修することが可能となるほか、新たに「緊急自然災害防止対策事業債」を活用する

など財源確保にも工夫を凝らし、安心・安全な道路環境整備に努めております。

次に、排水路や支障木、通学路の安全についてであります。
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道路点検につきましては、建設課職員や会計年度任用職員の維持作業員によりパト

ロールを実施しているほか、各地区のコミュニティセンターや町内会長、道路利用

者、連携協定を締結している郵便局からの電話やＬＩＮＥ等による情報提供を受け、

現地確認の上、優先順位をつけながら修繕を実施しております。

また、来年度からは、市道５６路線のうち２８路線において、草刈り、舗装欠損部

の補修、道路パトロールを包括的に建設業者に委託する事業を実施することとしてお

ります。

なお、道路交通の支障となる樹木については、道路敷の樹木は道路管理者が伐採

し、樹木が私有地にある場合は、土地所有者の協力を得ながら、その解消に努めてお

りますが、緊急を要する場合には、道路管理者の判断で最小限の範囲で伐採等の対応

をしております。

そのほか、通学路については、各校のＰＴＡや地域の方々からの情報を基に、学

校、地域関係者、警察、道路管理者、教育委員会が、毎年、合同点検を実施しており

ます。その結果に基づき、警察では交通規制としてのゾーン３０の指定や横断歩道の

整備、道路管理者は歩道のカラー舗装やラバーポールの設置、市教育委員会は注意喚

起の看板の設置等を行うなど、それぞれの役割に応じて児童・生徒の通学の安全確保

に努めております。

なお、五里合地区のガードレールの整備についてでありますが、御質問の箇所は、

五里合地区の圃場整備事業において、地元からの要望を受け、令和５年度に県がガー

ドレールを整備しており、その実施に当たっては、地元とも十分協議した上で国の設

置基準に準拠した箇所に設置しており、交通の安全性は十分に確保されているものと

認識しております。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。４番安田議員

○４番（安田健次郎議員） 質問に対しては、それなりに対応している部分が結構あ

るんですね。ないとは言わないんだけどもね。ただ、道路のほうからいくとね、逆に

聞いていくけども、五里合の道路、それさっき質問でもやったって、やったところも

あるんですよ。県でやることになってたから、いち早くやったなと思った。でも、例

えばあそこで測ったわけじゃないけども、相当あるんです、距離がね。谷地っていう
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集落から橋本まで行く間。高屋の町内の部分は、何ぼある、１００メートルぐらい、

１００メートルないな、そこはやってる。それは何回も私、１週間に１回あそこを走

るから分かるんですよ。でも、端々はやってないって、現地見てて、建設課の職員、

非常に真面目でね、見てるはずなんだけどもね、この答弁はね、県でやったはずだっ

ていうのは、やらねっては言わない。部分的にはやってるけども、私が質問してるの

は、その先、前後はほとんど同じ状況のところやってないっていうの。これは促進す

べきだと思います。これは確認してください。

それから樹木の問題ね、地主さんと、あれ倒れたりすれば、電線にいったり、困る

のよね。もう既に電線に結構ガーッと乗っかかったり接触しているところがあります

よね。あれやっぱり不安というかね、気になるんですよ。ああいうのはやっぱりもう

少し積極的に、早めに対応しておいたほうがよくないかな。というのは、なぜ今道路

の問題を取り上げたかというとね、過疎が進んだらこうやって地域の問題、道路が

やっぱり一番の要ですよ、走りやすい道路。町外の人方に聞けばよく分かるんだけど

もね、走りやすいとかね、走りにくいとかっていう声があるんですね。だからやっぱ

り農村部にいるとね、もう車が全てですよ。車がないと走れないからね。やっぱり車

がスムーズに走れるような環境というのを、財源の問題もあると思うんだけどもね、

もう少しやっていかないと不満が出てくると。これ不満がどこにいくかっていう問題

あるのでね、これ再質問で悪いけれども、もう少し整備に力を入れる要因があるんで

はないかなと思いますので、付け加えておきます。

それから、過疎対策の取組ということで、今の市長の答弁だと、ほとんど町内会頼

みみたいな形で、幾らか、そのほかのこともやっているという答弁だけどもね、何で

もかんでも地域のそういう課題、町内会頼みではね、ちょっと手が回りかねます。今

回幾らか、町内会にも援助金、何ぼか配布するっていう話は聞いてるんだけどもね、

やっぱり農村部は町内会があるんだけどもね、都市部は町内会がないところがいっぱ

いあるわけで、ああいう配布事業だとかね、行政の仕事をね、お金かけてやらなきゃ

いけないのはね、町内会があることによって幾ばくかの援助金で、広報でも何でも

どんどん確実に配布されますよね。それは非常に行政側から見るとありがたいんじゃ

ないかと思うんだけどもさ、コミュニティーという形で町内会頼みだけじゃなくて、

私が言うのはやっぱり集落支援員というのがいるはずなんですよね。そこの強化とい
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うか、もう少し取り組む、町内会の役員だけじゃなくてさ、コミュニティ活動を積極

的に推進するグループというかね、人というかね、そういうのがもっとあってもい

いんじゃないかなと思います。町内会頼み、こういう任務ね、何で田舎の町内会長や

る人が少ないかって私聞くんだけどもさ、何と忙しくてやってられるってと、結構忙

しいんですよ。忙しくない人でなければやられないんだ、町内会長は。すごい連絡だ

もの。俺もやったことあるんだけどもね。だからやっぱりそういう点ではね、町内会

長頼みじゃなくて、分野を分けるとかさ、何でもかんでも町内会長で。民生委員の減

少もそうでしょう。忙しくて取り組めない、高齢化の問題があると。今、地域という

のはね、非常に高齢化して担い手が不足しているんです。そこをやっぱりもう少し、

財政的な面でも援助してやらないと、ますます退化していくというかね、不足してい

くと思うんです。そこら辺やっぱり、もう少し財源的な措置も含めてね、町内会頼み

じゃなくて、コミュニティーという言葉を使うんだったら、それをちゃんとやれる組

織、こういうのがもっとあってもいいんでないかと思いますので、いかがでしょうか

ということで終わりたいと思います。

○議長（小松穂積） 鈴木産業建設部長

【産業建設部長 鈴木健 登壇】

○産業建設部長（鈴木健） お答えします。

まず五里合地区の道路のガードレールについてでございます。

御質問があった箇所の路線のガードレールですけれども、市長が御答弁してござい

ますけれども、こちら五里合地区の圃場整備事業を実施していく中で県がガードレー

ルを整備した箇所、それが今ついている箇所でございます。その整備に当たりまして

は、国のほうで、例えば道路とその下との高さ、落差だとか、傾斜角、のり面の角

度、そうしたもので基準が決まってございまして、その基準に合致する部分について

整備されてございます。そして、市のほうに、市道に引き渡しを受けているものでご

ざいますので、これについて市の職員も現地のほうに行っておりますし、設置に当

たっては地元のほうとも十分協議しておりますので、必要な箇所については整備され

ているものでございます。

それから樹木ですけれども、道路管理者の立場としてになりますけれども、あくま

で道路の交通に支障を来さないような形で樹木については対応に当たっております。
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電線についてのお話もありましたけども、こちらのほうについては、東北電力と協定

を結んでございまして、この後、協議を進めていくことになろうかと思います。

道路の安全な交通について、道路担当、建設課を中心に頑張っております。財源の

確保も含めて計画の推進に努めてまいります。この道路の整備に当たりましては、草

刈り等もそうなんですけれども、どうしても地元の方々からの通報、それから草刈り

等の御協力があって初めて市道、かなり長い延長ですけれども、維持できているとこ

ろでございます。地域の皆様からも協力をいただきながら、よりよい道路の維持管理

に努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

○議長（小松穂積） 杉本総務企画部長

【総務企画部長 杉本一也 登壇】

○総務企画部長（杉本一也） お答えいたします。

町内会活動に関する件でありましたけれども、それぞれの地域、町内会の役員の成

り手がいないという中で、会長を引き受けていただいている方をはじめ地域の役員を

やっていただいている方には、非常に感謝をしているところであります。そうした中

で、議員からは町内会頼みというふうなお話がありましたけれども、市役所とそれぞ

れの地域との役割分担をしながら地域のコミュニティーを維持していくのが我々の目

指すべき方向性だろうというふうに思っております。こうした中で、市としまして

は、先ほど答弁いたしましたとおり、コミュニティ活動推進補助金、あるいは地域振

興基金というふうなものを活用して、財政的な面ではこういったところで応援をして

いるというようなところであります。

議員の質問の中には、恐らく若美の北部地区のところを念頭に、そこを中心にいろ

いろ質問されているかというふうに思っておりますけれども、残念ながらこのコミュ

ニティ活動推進補助金を活用した取組が若美の北部地域ではいまいち行われていない

というのが現状であります。それには、なかなか町内会自体の規模が小さいというよ

うなところもあろうというのが要因として考えられますけれども、そうした際には、

二つ三つの町内会が集まって一つの取組をやるようなことも検討していくべきかなと

いうふうに思っております。その中で、そのコミュニティー活動を推進する役割とし

ましては、今、若美地区には若美支所がございます。そこには正職員４名配置してお

りますので、こういった方々にも頑張っていただくべきだろうというふうに思ってお
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ります。

いずれ町内会があることによって、議員からも言われたいろいろ配布物を全戸に配

布するというようなことがスムーズにできるというふうな体制がありますので、こう

いった町内会の維持、それから、各地区で活躍する拠点の場をしっかり整備していく

というのが市役所として一番大きな仕事だろうというふうに思っておりますので、そ

の辺を注意しながら、この先も町内会活動が活発になるように様々努めてまいります

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 暫時休憩いたします。

午後 ０時０２分 休 憩

午後 ０時０２分 再 開

○議長（小松穂積） 再開いたします。

さらに質問ありませんか。

○４番（安田健次郎議員） ありません。終わります。

○議長（小松穂積） ４番安田健次郎議員の質問を終結いたします。

喫飯のため、午後１時１０分まで休憩いたします。

午後 ０時０３分 休 憩

午後 １時１０分 再 開

○議長（小松穂積） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１５番田井博之議員の発言を許します。１５番田井議員

【１５番 田井博之議員 登壇】

○１５番（田井博之議員） 皆様、お疲れさまです。残念ながら傍聴席には誰もいては

りませんけども、任期最後の質問なんで、気合を入れて頑張りたいと思いますので、

よろしくお願いします。

人口減少や少子高齢化、若年層の流出、これらは、もはや新聞や統計資料の中だけ

の言葉ではなく、男鹿市に暮らす私たちの足元で確実に進行している現実でありま

す。船川や船越の町なか、脇本や払戸、五里合、若美、北浦、戸賀、それぞれの地域

で、かつては当たり前のようにあった人の集まりや世代を超えたつながりが、少しず
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つ細くなってきていることを、私たちは日々の暮らしの中で感じています。

地域行事の担い手が不足し、空き家が目立つようになり、「続けたいが、続けられ

ない」「守りたいが、引き継ぐ人がいない」そうした声が、あちこちで聞かれるよう

になりました。

男鹿市において、若年層人口の減少と市外流出は、長年にわたる大きな課題であり

ます。進学や就職を機に市外へ出ていく若者、そして、一度出た後に「戻る理由」や

「関わり続けるきっかけ」を見いだせないまま、年月だけが過ぎていく現実。

しかし、私は、多くの若者から「男鹿が嫌いなわけではない」「できることなら、

何らかの形で関わり続けたい」「いずれ戻る可能性を、完全には手放していない」そ

うした声も、確かに聞いてまいりました。つまり問題は、単なる人口移動の話ではな

く、「男鹿市で人生を描き続けられるのか、関係を持ち続けられるのかという選択肢

の有無なのではないでしょうか。

出会いの機会、働き方、人とのつながり、地域との距離感、これらが重なり合う中

で、「男鹿では出会いが少ないのではないか」「将来のイメージが重ならない」そう

感じた瞬間に、このまちが静かに選択肢から外れていく。誰かに強制されたわけで

も、拒まれたわけでもなく、気づかないうちに、諦めが積み重なっていく。私は、そ

こにこそ、今の男鹿市が抱える深い課題があると感じています。

また、男鹿市に思いを持ちながらも、距離や時間、生活環境の違いによって、最初

から地域や市政との接点を持てない人たちもいます。仕事の都合で頻繁に帰省できな

い人や市外・県外に暮らしながら男鹿との関係を模索している人、あるいは、対面で

の交流に不安を感じる若者など、「関わりたい気持ちはあるが、関われない人」そう

した人が確実に存在しています。にもかかわらず、私たちの多くの取組は「現地に来

られる人」「時間に余裕のある人」「声を上げられる人」等を前提としたままではな

いでしょうか。その前提のままで、本当に男鹿市の未来を支える裾野を広げていける

のか。私は、今こそ、その問いを私たち自身に突きつける必要があると考えていま

す。

さらに重要なのは、地域の将来を誰が担うのかという視点であります。制度や事業

を整えるだけでは、地域は続きません。それを理解し、支え、動かし、次へとつない

でいく人がいてこそ、地域は生き続けます。
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若者を「将来の担い手」として、ただ待つのではなく、今この瞬間から、男鹿市の

一員として、市政や地域に関わる当事者であるという意識を育てていくこと、それが

人口減少時代における自治体運営の核心ではないでしょうか。

地域との関係性は、一度きりの参加や単発の事業で築かれるものではありません。

出会いがあり、つながりが生まれ、その関係が続き、やがて「自分は男鹿市の一員

だ」という実感へと育っていく。そして、その先に、地域づくりがあり、市政への参

画があります。

私は、人が男鹿市と出会い、関わり、つながり続け、そして担い手へと育ってい

く、この流れを男鹿市として、どこまで本気でつくろうとしているのか。今、まさ

に、その覚悟が問われていると考えています。

出会いをどう生み出すのか。つながりをどう広げ、どう保ち続けるのか。そして、

その関係性を、どのように地域や市政への参画へと結びつけていくのか。これらは決

して別々の課題ではありません。男鹿市が、これからも男鹿市であり続けるための一

つの循環の話であります。

以上の問題意識を踏まえ、これより順次具体的な質問を行ってまいります。

一つ目の質問です。

県を含めた広域連携による婚活支援及びメタバース導入の可能性について。

本市の人口減少問題は、とりわけ若年層の減少や未婚率の上昇が、地域の将来を考

える上で極めて深刻な課題となっています。

これまで出会いの機会創出を目的とした婚活支援事業に取り組んできたことは一定

の評価はするが、一方で、市単独による婚活支援には、参加者数の確保や男女比の偏

り、構造的な限界があることも明らかになっているのではないでしょうか。特に地方

自治体においては、人口規模そのものが小さい中で、同一市内のみを対象とした取組

では、出会いの選択肢が限られ、事業効果を持続的に高めていくことが難しいという

現実があります。

こうした中、県単位や複数自治体が連携し、さらには全国規模で参加者を募る「広

域婚活」や「移住婚」といった取組が進められており、一定の成果を上げている事例

も見受けられます。

また、近年ではデジタル技術の進展により、物理的な距離や移動の制約を超えた新
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たな交流の形として、メタバースなどの仮想空間を活用した取組が、婚活や地域交流

の分野においても注目され始めており、流行や話題性にとどまるものではなく、「仕

事や生活の事情で現地に足を運べない人」「都市部に住みながら地方との関係づくり

を模索する人」「対面での交流に不安を感じる若者」などにとって、地域と関わるた

めの新たな入り口となり得る可能性を持っています。婚活支援を「イベントの開催」

に限定して考えるのではなく、県を含めた広域連携の中で人の流れを生み出し、そこ

にメタバースなどのデジタル技術を組み合わせることで、出会いの裾野を広げ、継続

的な関係づくりにつなげていくという発想は、今後ますます重要になるのではないで

しょうか。

本市が今後、県を含めた広域的な婚活支援にどのように関わっていく考えを持って

いるのか。また、その中でメタバースなどのデジタル技術の導入をどのように位置づ

け検討していくのかについてお伺いします。

一つ目、県を含めた広域連携による婚活支援について、今後どのように関わってい

く考えなのか。

二つ目、広域婚活を進める上での新たな婚活支援として、メタバースなどのデジタ

ル技術の活用や実証的導入に取り組んでいく考えはあるのか。

二つ目の質問です。

主権者教育の充実と若者の市政参画意識の醸成について。

近年、若者の政治離れや投票率の低下が全国的な課題として指摘される中、本市で

も将来の地域社会を担う若い世代が、市政や地域の意思決定にどのように関わってい

くのかが重要なテーマとなっており、学校教育を中心とした主権者教育の役割は、こ

れまで以上に重みを増していると考えます。

これまでも、主権者教育に関する取組が行われてきたことは承知しているが、一方

で、選挙制度や投票の仕組みを学ぶことにとどまり、「市政に関わる実感」や「自分

の意見が地域を動かす」という感覚まで十分に育まれているのかという点について

は、検証の余地があるのではないでしょうか。

若者が地域や政治から距離を感じてしまう背景には、「市政が自分たちの生活とど

うつながっているのかが見えにくい」「意見を表明しても反映される実感が持てな

い」といった要因があると考えられます。
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こうした状況を踏まえると、主権者教育は単なる知識習得にとどまらず、地域課題

に触れ、意見を交わし、他者と連携・協働しながら課題を解決する経験を通じて育て

ていく視点がより一層求められているのではないでしょうか。

また、デジタル技術の進展により、若者の情報収集やコミュニケーションの在り方

は大きく変化しており、対面の場だけに依存するのではなく、オンラインやデジタル

空間を活用した市政参加の仕組みや意見表明の場を整えていくことも、主権者教育を

実効性のあるものにする上で重要な要素と考えます。

そこで、本市における主権者教育を、将来の有権者を育てるという視点だけでな

く、早い段階から市政や地域づくりに関わる当事者としての意識を持つ取組を、今後

どのように充実させていく考えがあるのかを伺います。

一つ目、若者が市政や地域課題を「自分ごと」として捉え、主体的に関わる意識を

育てる取組として、現在どのような成果と課題が挙げられるのか。

二つ目、若者の生活様式や情報環境の変化を踏まえ、オンラインやメタバース等を

活用した意見表明や参加の場を、主権者教育の一環として取り入れていくべきではな

いか。また、若者の意見を市政に反映させる考えはあるか。

以上が質問です。

御静聴ありがとうございました。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 田井議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、広域連携による結婚支援についてであります。

本市では、これまで身だしなみ講座等のセミナー型や、バスツアー等のイベント型

の取組を実施してまいりましたが、男女のバランスや参加者の年齢層にばらつきが生

じるなど、マッチング効果が十分に発揮されなかった点が課題となっております。

こうした課題に対応するため、近隣市町村とも協力し合い、参加対象エリアを拡大

することで、より多くの出会いが創出され、結婚の可能性が広がるものと考えてお

り、広域的に参加できるイベントの開催について、次期総合計画にも盛り込んだとこ

ろであります。

先ほど吉田議員にも答弁しましたが、若い世代のライフスタイルや結婚観の変化に
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合わせ、恋愛や結婚をあまり意識させず、まずはカジュアルな雰囲気での出会いの場

の提供が有効と考えておりますので、この取組をさらに練り上げ、視察に訪れた大潟

村結婚支援センターとも情報交換を重ねながら、近隣市町村との協働の取組を検討

し、効果的なマッチングにつなげてまいります。

次に、デジタル技術を活用した結婚支援についてであります。

現在、様々な分野においてデジタル技術の活用が進んでおりますが、結婚支援の取

組においては、実際に顔を合わせる出会いの機会を提供することが有効であると考え

ております。

結婚を望む方にとって、対面での交流は、相手の表情や雰囲気、人柄に直接触れる

ことができ、親近感や信頼関係を深める上で大切な一歩となり、お互いの価値観や将

来の考え方を共有する有効な機会になるものと認識しております。

議員御提案のメタバース婚活は、インターネット上に構築された３次元の仮想空間

で交流する形態でありますが、県内では湯沢市が令和５年度に実施したものの、参加

者の確保が思いどおりにならず、期待したマッチング効果も得られず、たった１年で

事業を取りやめたと伺っています。

結婚活動において、インターネットを活用した情報収集やＳＮＳでの連絡の効率化

は補助的な役割を果たしますが、基本的には、人と人が直接会う機会の創出が大切で

あると考えておりますので、メタバース婚活を実施する考えはございません。

御質問の第２点は、若者の市政参画意識の醸成についてであります。

私は市政推進の基本は、市民の意見に真摯に耳を傾け、一人一人の思いに寄り添い

ながら、目指すまちづくりを市民と一緒に進めることにあると考えており、とりわけ

人口減少・少子化が先鋭的に現れている本市にあっては、将来を担う若者の意見を尊

重し、それを反映した施策を展開することが大変重要であります。

こうした考えの下、今定例会に提出している次期総合計画など将来の計画づくりに

携わる委員をはじめ、各種審議会や協議会等の委員の人選に当たっては、これまで各

団体の長を選任しておりましたが、新しい視点から若者らしい斬新な意見を反映でき

るよう、青年部や若年層から選任するよう心がけております。

また、今年度実施した若者との意見交換会では、２０代から４０代の参加者と直接

対話し、その多様な意見や考えに触れることができたほか、住まいに関する意識調査
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では、１８歳から３９歳の若者を対象にアンケートを行うなど、若者の多様な意見・

要望の把握に努めているところであり、実施に当たっては、利用頻度の高いＬＩＮＥ

やＳＮＳを活用し、できるだけ多くの意見を集められるよう工夫しております。

その際、意見を述べる若者に対しては、他者と連携・協働しながら、地域課題の解

決に社会の一員として自ら参画することの大切さを伝えており、こうした資質を育む

ことが主権者教育の本質であると考えます。

平成２８年に選挙権年齢が１８歳に引き下げられたことをきっかけに、全国で様々

な形で主権者教育の取組が進められており、本市においても、高校で「選挙出前講

座」を実施し、模擬投票から開票までを体験する機会を提供しているほか、中学校に

おいても、社会科の公民分野の授業と関連づけながら出前講座を検討しているところ

であります。

こうした取組により、選挙制度に対する理解は一定程度進んでいるものと思われま

すが、さきの衆議院議員選挙の結果を見ても、１０代・２０代の投票率は伸び悩んで

おり、自分の行動が地域に変化をもたらすといった「主権者としての手応え」を育む

点については、十分な段階には至っていないと認識しております。

将来の有権者を育てるという視点だけでなく、早い段階から市政や地域づくりに関

わる当事者としての意識を醸成していくことが重要であり、こうした観点から申し上

げますと、６年ぶりの再開につながった脇本第一小学校の山ドンドの取組や、ナマハ

ゲ所作講習会への男鹿南中学校の参加など、地域課題に焦点を当てたふるさとキャリ

ア教育は、まさに子どもたちが地域の身近な課題に主体的に関わり、達成感を味わう

ことができる貴重な機会であります。

今後は、ふるさとキャリア教育の中で生まれた子どもたちの提案を、市として事業

化を検討するなど「自分の意見・行動が地域を動かす」という実感を持てる環境づく

りに努めてまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） 御答弁ありがとうございます。何点か質問させていただき

ます。

まずは婚活支援についてですけど、吉田議員への答弁等にもありましたけども、積
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極性には欠けている答弁かなと僕も感じました。インターネット、メタバースに関し

ての取組も、湯沢市が実施したということですけども、たった１年で事業を取りやめ

てということで、これは継続してやっていかないとなじんでいくものではないと思う

し、こういう出会いの場があるということも、周知というのは１年だけでは僕はでき

ないと思うんです。時代が直接的な顔を会わせたりとか、言葉を交わしたり以外のこ

とで進んでいってる中、こういう周知は年数を重ねてやっていくことが僕は今後の、

婚活支援というだけでなく、それに伴う移住者や人口減少率、こういうことにもつな

がっていくので、どっかがやったらあかんかったとか、マイナスな面だけ捉えるん

じゃなくて、どんどんやってみて、継続して、結果こうということを、まずはすべき

ことが今の男鹿市では大事なことではないかと思うんですけども、その見解をもう一

度お伺いしたいと思います。

あと、主権者教育についてですけど、これも答弁のとおり実施されているとは感じ

ましたけども、実際に衆議院議員選挙でも投票率が伸び悩んでて、それが主権者教育

が充実しているというふうにはなかなか見えない現状の中で、これもやっぱり将来の

男鹿を考えていくべきことの一環で、小学生の頃からやっぱり選挙や政治ということ

に興味を持ってもらう、主権者教育というのが僕は必要やと思うんですけども、若者

が集まったり、祭りに参加したり、いろんなイベントに行くことは僕はいいとは思

うんですけど、やっぱり教育としてやっていくことが僕は大事やと思うんですが、そ

の辺の見解をお聞かせ願いたいと思います。

○議長（小松穂積） 杉本総務企画部長

【総務企画部長 杉本一也 登壇】

○総務企画部長（杉本一也） お答えいたします。

まず、結婚支援について、積極性に欠けるというふうなお話でありますけども、

我々もはっきりこれをやれば効果が上がるというものが分かればですね、そこは積極

果敢に努めたいというふうに思いますけども、要は手探り状態でいろいろやっている

と。これ、我々だけじゃなくて、どこの自治体も一緒かというふうに思ってます。す

ぐに成果が出るようなことであればですね、我々もこんなに悩んだりはしないという

のが率直な私の考えです。ですので、昨年実施した取組が非常に好評であったという

ことから、こういった取組をさらに練り上げながら、いろいろ取り組んでまいりたい
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というふうに思っております。

それから、メタバース婚活に関して複数年やるべきでないかというふうなお話につ

きましては、それは湯沢市役所のほうに言っていただければなというふうに思ってお

ります。

先ほども言ったとおり、継続してやるというところについては、我々は我々のやり

方で継続して事業に取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、そこは

御理解いただきたいというふうに思っております。

また、そのメタバース婚活のことについては、田井議員、どのくらいメタバースの

ことを把握しておっしゃっているのか分かりませんけれども、今回の質問を受けてど

ういった場なのかというふうなところを少しインターネットで調査しましたけれど

も、正直申し上げまして、あのグラフィックでは、私でもちょっと難しいなと思いま

したので、私より年齢が低い方々、要はデジタルネイティブと言われるような方々に

は、到底受け入れられるようなレベルのものではないのかなというふうに思っており

ます。やっぱりもう少しグラフィック性能にたけた場を提供しなければ、今の若者は

ついてこないだろうというふうに思っております。

それから、主権者教育のことにつきましては、確かに若年層の投票率はいまいち上

がっていないというような現状があるのは事実です。我々も、ここの部分について

は、まだまだこれからの部分があるんだろうというふうに思っております。ただ、答

弁でも申し上げたとおり、脇本第一小学校の子どもたちが山ドンドに取り組んだ、そ

れがまた６年ぶりに行事を復活させたというようなこと、あるいは、男鹿南中学校の

生徒がナマハゲ所作講座に参加したと、こういった取組を積み重ねていくことが大事

なんだろうというふうに思っております。

今後もですね、市としましては、自分の意見を述べる場をつくる工夫というか、そ

ういったものはもってまいりたいというふうに思ってますし、また、若者だけでなく

て市民の皆さんにつきましては、自分の意見を述べる勇気、それから、会場に足を運

ぶ努力、こういったものはしていただかなければならないのかなというふうに思って

おります。

いずれこういったところにつきましても順次進めてまいりたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。
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○議長（小松穂積） 鈴木教育長

【教育長 鈴木雅彦 登壇】

○教育長（鈴木雅彦） ただいま田井議員から主権者教育、教育として行っていくこと

が大事という再質問ございましたので、学校教育ということで私のほうからも答弁さ

せていただきます。

主権者教育、小・中学校においても学習指導要領の趣旨を踏まえて実施しておりま

す。現行の学習指導要領では、社会の形成者として主体的に参加しようとする資質・

能力の育成、このことが重要視されております。社会の形成者として、いかに社会と

向き合うか、まずは子どもたちが社会と関わり合うこと、これがやっぱり主権者教育

の大前提となります。

議員御指摘のように、主権者教育は単なる知識習得にとどまらず、地域課題に触

れ、意見を交わし、他者と連携・協働しながら課題を解決する経験を通じて育ててい

く視点がより一層求められると、これは全く同感であります。

子どもたちの地域社会との関わりやまちづくりへの関心が市政への関心につながっ

ていくと思いますし、我々もそういう考え方で今、主権者教育を進めております。子

どもたちの地域社会やまちづくりへの関わりとして、市長答弁にもございましたよう

に、学校の取組の事例がございましたが、今、市内の小・中学校はふるさとキャリア

教育を通して、コミュニティーの一員として、自分は、あるいは自分たちは、地域の

ために何ができるか、どんな地域にしたいのかといったことを考えながら、地域の課

題をテーマとした様々な活動を展開しております。一例を紹介いたしますと、中学校

では今年度、南中の３年生は「市民の幸せのために僕たちができること」こういった

テーマで活動を展開しておりますし、東中の３年生は「地域の一員として、地域のた

めに自分たちができること」こういったテーマで地域に出て、地域の実情を把握し、

地域の人と関わりながら取組を実施しております。

こういった児童・生徒の社会参画は、シビックプライドの醸成はもとより、学習指

導要領が重視する主権者教育に十分に結びつくものであります。子どもたちの社会参

画の経験や体験を市政への関心につなげていくためにも、地域課題、地域づくりに焦

点を当てた男鹿市版ふるさとキャリア教育の一層の充実を図ってまいります。

以上でございます。
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○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１５番田井議員

○１５番（田井博之議員） 杉本部長の答弁なんですけども、グラフィックがいまいち

だったということは僕も知ってたんですけど、これをいいものに変えていくというこ

とを当局、市役所の仕事でやっていくことで、こういう場を与え、出会いを求めてい

る人に与えるきっかけづくりに僕はなっていくと思うんですけど、この事例がね、失

敗に終わっていることで、なかなか消極的な考えやと思うんですけど、まずはやって

みたらどうなるか分からんことを最初からいつも言うように諦めるのは僕は違うと思

うので。実際に全国でもメタバース、精度を上げてやっているところもあります。僕

も見ました。そういうところでは、全国の自治体を取り込んで、どこぞの場所にどこ

ぞの人が集まってというのをパソコン内でやれてるところも確かにあります。それに

よって出会いの構築が、一気に進むわけにはいきませんけど、一つのきっかけになる

ことは間違いないので、そういうところを考えていってもらえると、幅も広がって、

参加者も増えて、結婚できる人が増えていって、地域の活性化にもつながると思うの

ですが、最後にもう一度、消極的ではないことだけお伺いしたいと思います。

あと教育長の答弁は納得しました。これからも主権者教育をよろしくお願いしま

す。

○議長（小松穂積） 杉本総務企画部長

【総務企画部長 杉本一也 登壇】

○総務企画部長（杉本一也） お答えいたします。

まず、このメタバースに関する件ですけれども、恐らく田井議員はメタバースに関

する認識というか知識というのが、ないのではないかなというふうに思っておりま

す。このグラフィックの性能を市役所でどうかできるものではないという、この場を

提供するのは行政ではなくて、運営会社が別にあるというふうなことですので、いず

れこういった議論を深めるに当たっても、両者認識を一緒にしなければならないと思

いますので、これについてはここでいろいろやるよりは、別の場でしっかりやらさせ

てもらえればなというふうに思います。

それから、多くの自治体とおっしゃいましたけれども、取り組んでいる自治体が全

国１９自治体です。感想等を見ましたけれども、なかなかいい反応はなかったという

のが正直なところです。湯沢の担当者ともいろいろやり取りをさせてもらいましたけ
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れども、湯沢市でも想定の成果が上げれなかったからやめたというよりは、正直な

話、全然議論にならなかったので、単年度でやめたというのが現状であります。

以上です。

○議長（小松穂積） １５番田井博之議員の質問を終結いたします。

○議長（小松穂積） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

３月２日午前１０時より本会議を再開し、議案に対する質疑を行うことにいたしま

す。

本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。

午後 １時４６分 散 会


